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労働組合の有無

従業員の過半数で構成する

労働組合のみがある

63.4％

従業員の半数以下で構成する

労働組合のみがある

7.3％

従業員の過半数で構成する労働組合と

半数以下で構成する労働組合の

双方がある

2.4％

企業内労働組合はない

26.8％

n=328

１．調査目的：春季労使交渉・協議の結果や、人事・労務に関するトップ・マネ
ジメントの意識・意見などを調査するため、1969年から毎年実施
している。
本調査結果は、主に「経営労働政策特別委員会報告」（経労委報
告）の重要な参考資料として活用している。

２．調査対象：経団連会員企業（計1,573社）の労務担当役員等

３．調査時期：2024年９～11月

４．集計状況：回答社数346社（回答率22.0％）
このうち集計可能社数は328社
＜内訳＞

産業別：製造業155社（47.3％）、非製造業173社（52.7％）
規模別：従業員500人以上271社（82.6％）、500人未満57社（17.4％）

５．留意点 ：円グラフ及び100％積上げ横棒グラフの場合など、小数点第二位を
四捨五入している関係で100％にならない場合がある。

調査概要

1
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61.7%

93.2%

28.4%

17.6%

3.6%

20.7%

23.0%

22.1%

14.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

定期昇給の実施、賃金体系の維持

（制度昇給の確認を含む）

基本給のベースアップ

（一律配分のほか、重点配分などを含む）

初任給の引上げ

諸手当の増額

割増賃金率の引上げ

有期雇用社員・パートタイム社員などの

賃金引上げ・処遇改善

定年後の継続雇用社員の

賃金引上げ・処遇改善

企業内最低賃金の締結・引上げ

その他

4

２．（１）月例賃金について

※「その他」の回答としては、「住宅補給金の増額」「国内短期出張時宿泊費の増額」などがあった

（ａ）2024年春季労使交渉における労働組合等の要求項目
（あてはまるものすべて）

n=222

3

１．2024年春季労使交渉実施の有無

Ⅰ 労使交渉・協議等における議論と結果

行った

72.2％

行わなかったが、

春季以外に行った・行う予定

1.5％

行わなかった

26.3％

n=327
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6

※「その他」の回答としては、「カフェテリアプラン（福利厚生）のポイント増額」などがあった

（ｃ）労働組合等の要求と関係なく、会社の施策として実施を決定した項目
（あてはまるものすべて）

72.9%

56.0%

64.3%

21.0%

2.4%

42.6%

34.7%

12.7%

16.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

定期昇給の実施、賃金体系の維持

（制度昇給の確認を含む）

基本給のベースアップ

（一律配分のほか、重点配分などを含む）

初任給の引上げ

諸手当の増額

割増賃金率の引上げ

有期雇用社員・パートタイム社員などの

賃金引上げ・処遇改善

定年後の継続雇用社員の

賃金引上げ・処遇改善

企業内最低賃金の締結・引上げ

その他

n=291

5

（ｂ）労働組合等の要求項目に対する回答状況

n=32

n=49

n=51

n=46

n=8

n=39

n=63

n=207

n=1375.4%

19.4%

40.0%

20.6%

12.5%

14.6%

6.4%

8.7%

10.0%

89.1%

50.2%

41.7%

35.3%

37.5%

58.5%

57.4%

65.2%

66.7%

5.4%

30.3%

18.3%

44.1%

50.0%

26.8%

36.2%

26.1%

23.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期昇給の実施、賃金体系の維持

（制度昇給の確認を含む）

基本給のベースアップ

（一律配分のほか、重点配分などを含む）

初任給の引上げ

諸手当の増額

割増賃金率の引上げ

有期雇用社員・パートタイム社員などの

賃金引上げ・処遇改善

定年後の継続雇用社員の

賃金引上げ・処遇改善

企業内最低賃金の締結・引上げ

その他

要求を上回る 要求通り 要求を下回る n=222

※「その他」の回答としては、「住宅補給金の増額」「国内短期出張時宿泊費の増額」などがあった
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11.3%

56.7%

31.0%

9.1%

16.9%

6.6%

50.8%

3.1%

35.1%

0.0%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

経済・景気の動向

物価の動向

企業業績

生産性の向上

雇用の維持・安定

労使関係の安定

人材の確保・定着率の向上

昨年の妥結額・率

世間相場

（社会、業界、グループ関連企業等）

税・社会保険料負担の増大

その他

n=319

8

※「その他」の回答としては、「従業員のモチベーション向上」などがあった

２．（３）2024年の賃金改定にあたり、特に考慮した要素（２つ）

7

２．（２）2024年の賃金改定における妥結額

※月例賃金について、労働組合等の要求に対する回答または会社施策として実施を決定した項目で「定期昇給の実施、賃金体系の維持」
「基本給のベースアップ」と回答した企業が対象

※昇給とベースアップの区別のある企業を集計（単純平均）

n=209

率（％）妥結額（円）

2.147,130昇給分

3.1710,546ベースアップ分

5.3117,676合計
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昨年度を上回る賃金引上げを実施

74.6％

昨年度と同水準の賃金引上げを実施

18.5％

昨年度を下回る賃金引上げを実施

または

賃金引上げは実施していない

6.9％

n=303

10

２．（５）2024年度の月例賃金引上げ状況（昨年度比）

※月例賃金について、労働組合等の要求に対する回答または会社施策として実施を決定した項目で「定期昇給の実施、賃金体系の維持」
「基本給のベースアップ」と回答した310社のうち、この項目に回答した303社を100として集計

9

２．（４）ベースアップの具体的な配分方法（あてはまるものすべて）

※月例賃金について、労働組合等の要求に対する回答または会社施策として実施を決定した項目で「基本給のベースアップ」と回答した
273社のうち、この項目に回答した266社を100として集計

※「その他」の回答としては、「初任給増加及びそれに伴う逆転防止のための増額改定」などがあった

51.1%

10.2%

34.6%

9.4%

2.3%

1.1%

17.3%

25.2%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

一律定額配分

一律定率配分

若年層（30歳程度まで）へ重点配分

中堅層（30～45歳程度）へ重点配分

子育て世代（20～45歳程度）へ重点配分

ベテラン層（45歳程度以上）へ重点配分

人事評価・成果などに応じた査定配分

職務・資格別の配分

その他

n=266
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40.2%

34.7%

27.6%

53.6%

80.5%

15.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

2019年度～2023年度にベースアップ

は実施していない

n=323

12

２．（７）ベースアップを実施した年度（あてはまるものすべて）

23.8%

25.3%

3.6%

19.9%

19.6%

4.3%

0.0%

3.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

物価への対応

人材の確保・定着率の向上

業績の向上・改善などによる利益配分

社員のモチベーション維持・向上

世間相場・競合他社の水準を考慮

初任給引上げに伴う賃金カーブの是正

複数年交渉により今年のベースアップ

実施が決定済み

その他

n=281

11

２．（６）昨年度以上の月例賃金引上げを実施した理由（最もあてはまるもの）

※（５）で、「昨年度を上回る賃金引上げを実施」「昨年度と同水準の賃金引上げを実施」と回答した282社のうち、この項目に回答した281
社を100として集計
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14

（ａ）昨年実績との比較 （ｂ）労働組合の要求との比較

※都度交渉で決定している場合は、夏季について回答
※春季労使交渉・協議を行わなかった企業は（ａ）のみ回答

３．（１）賞与・一時金の金額（組合員平均）

増額
51.9%ほぼ同額

34.0%

減額
14.2%

n=324

要求を上回る
4.8%

要求通り
28.3%

要求を下回る
21.2%

交渉による決定ではない

（業績連動方式など）
45.7%

n=293

13

２．（８）複数年にわたるベースアップの実施有無

議論し、合意・妥結している
0.3%

議論したが、合意・妥結

には至っていない
5.3%

議論していないが、2025年以降の

ベースアップを実施する方向で検討
17.3%

議論していない
73.9%

その他
3.1%

n=318

※「その他」の回答としては、「労働組合がないため、労使交渉をしていない」などがあった
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導入している
57.2%

導入を検討している
2.8%

導入していない
40.0%

16

（１）昇給制度

（ａ）導入状況 （ｂ）2024年の改定状況（実施予定を含む）

n=320 n=184

引上げ
58.2%

据え置き

（2024年から制度導入を含む）
41.3%

引下げ
0.5%

※（ａ）で「導入している」「導入を検討している」と回答した192社のうち、
この項目に回答した184社を100として集計

４．有期雇用社員・パートタイム社員等の賃金引上げ、処遇改善

15

（ａ）業績連動方式を
取り入れているか

（ｂ）具体的な基準（取り入れている場合）
（あてはまるものすべて）

３．（２）賞与総額（原資）の決定方法について

n=324 n=185

取り入れている
57.4%

取り入れていない
42.6%

18.9%

5.9%

64.3%

27.6%

21.1%

0% 20% 40% 60% 80%

生産高、売上高を基準とする

付加価値を基準とする

営業利益を基準とする

経常利益を基準とする

その他

※（ａ）で「取り入れている」と回答した186社のうち、この項目に回答した
185社を100として集計

※「その他」の回答としては、「当期純利益」などがあった
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導入している
24.8%

導入を検討している
1.3%

導入していない
73.9%

18

（３）退職金制度（退職慰労金含む）

（ａ）導入状況 （ｂ）2024年の改定状況（実施予定を含む）

n=318 n=81

増額
1.2%

据え置き

（2024年から導入を含む）

98.8％

※（ａ）で「導入している」「導入を検討している」と回答した83社のうち、
この項目に回答した81社を100として集計

※「減額」の回答はなし

導入している
72.8%

導入を検討している
0.9%

導入していない
26.3%

増額
31.3%

据え置き

（2024年から導入を含む）

66.1％

減額
2.6%

17

（ａ）導入状況

（２）賞与・一時金制度

（ｂ）2024年の改定状況（実施予定を含む）

n=320 n=230

※（ａ）で「導入している」「導入を検討している」と回答した236社のうち、
この項目に回答した230社を100として集計
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10.8%
4.7%

0.0%
1.4%

0.0%
2.7%

0.7%
0.7%

20.3%
12.2%

2.0%
1.4%

0.0%
3.4%

0.0%
8.1%

2.7%
3.4%

0.7%
3.4%

1.4%
0.7%

19.6%

18.1%
4.5%

1.5%
1.9%

0.4%
2.6%

0.4%
0.4%

12.5%
6.4%

1.1%
0.8%

3.0%
3.4%
3.8%
4.2%
4.2%

6.0%
1.1%

4.5%
4.2%

1.5%
13.6%

春季労使交渉 (n＝148) 春季労使交渉以外 (n＝265)

20

５．（２）賃金以外で労働組合等と議論した項目のうち、最も重視したもの

※「その他」の回答としては、春季労使交渉では「通勤手当の見直し」「休暇制度の拡充」「単身赴任者への支援拡充」 など、春季労使
交渉以外では「海外勤務者の処遇の見直し」「ジョブ型人材マネジメントの導入」などがあった

30％ 15％ ０％ ０％ 15％ 30％
時間外労働の削減

年次有給休暇の取得促進

裁量労働制の導入・見直し

フレックスタイム制の導入・見直し

勤務間インターバル制度の導入・拡充

テレワーク（在宅勤務制度やサテライトオフィスなど）の導入・拡充

副業・兼業制度の導入・拡充

オフィス環境の改善（フリーアドレス制、バリアフリー設備の導入など）

労働生産性の改善・向上策（業務遂行方法の見直しやデジタル化の推進など）

育児関連施策の導入・拡充

介護関連施策の導入・拡充

治療と仕事の両立支援施策の導入・拡充

退職一時金・年金制度の見直し

法定外福利費の見直し（費用総額、福利厚生施設など）

定年の延長・廃止

定年後継続雇用社員の賃金引上げ・処遇改善

ＤＥＩの推進策（多様な人材の活躍支援）

人材育成施策の導入・拡充（自己啓発・能力開発の支援など）

社員のキャリア形成意識を醸成するための上司・専門家との相談体制

社員の希望するキャリアを実現するための人事制度（休職・異動など）

社員の健康保持・増進策（メンタルヘルス対策、健康づくりへの支援・助成など）

社内外のハラスメント対策の導入・拡充

その他

19

※「その他」の回答としては、春季労使交渉では「管理職の能力向上施策の導入」「選択定年延長制度の柔軟化」 など、春季労使交渉以
外では「住宅制度・手当の見直し」「国内出張時における宿泊費の見直し」などがあった

５．（１）賃金以外で労働組合等と議論した項目（あてはまるものすべて）

80％ 60％ 40％ 20％ ０％ ０％ 20％ 40％ 60％ 80％
27.8%

21.0%
1.2%

6.2%
3.7%

9.9%
6.8%
5.6%

27.8%
35.2%

18.5%
9.9%

3.7%
13.6%

4.9%
26.5%

11.7%
21.0%

9.9%
16.7%

9.9%
6.2%

29.6%

65.2%
58.0%

10.5%
17.8%

10.9%
26.1%

15.6%
26.1%

44.2%
42.8%

29.7%
18.5%
17.8%
19.6%

16.3%
25.4%

34.8%
37.7%

21.4%
31.2%

43.1%
23.6%

17.0%

春季労使交渉 (n＝162) 春季労使交渉以外 (n＝276)

時間外労働の削減

年次有給休暇の取得促進

裁量労働制の導入・見直し

フレックスタイム制の導入・見直し

勤務間インターバル制度の導入・拡充

テレワーク（在宅勤務制度やサテライトオフィスなど）の導入・拡充

副業・兼業制度の導入・拡充

オフィス環境の改善（フリーアドレス制、バリアフリー設備の導入など）

労働生産性の改善・向上策（業務遂行方法の見直しやデジタル化の推進など）

育児関連施策の導入・拡充

介護関連施策の導入・拡充

治療と仕事の両立支援施策の導入・拡充

退職一時金・年金制度の見直し

法定外福利費の見直し（費用総額、福利厚生施設など）

定年の延長・廃止

定年後継続雇用社員の賃金引上げ・処遇改善

ＤＥＩの推進策（多様な人材の活躍支援）

人材育成施策の導入・拡充（自己啓発・能力開発の支援など）

社員のキャリア形成意識を醸成するための上司・専門家との相談体制

社員の希望するキャリアを実現するための人事制度（休職・異動など）

社員の健康保持・増進策（メンタルヘルス対策、健康づくりへの支援・助成など）

社内外のハラスメント対策の導入・拡充

その他
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Ⅱ 初任給

22

１．大卒初任給の水準について

20万円未満
0.6%

20万円～25万円未満
48.9%

25万円～30万円未満
43.0%

30万円～35万円未満
7.2%

40万円以上
0.3%

n=321

※大卒初任給がコースや職種等で複数ある場合は、対象者が最も多いものを回答。

21

５．（３）賃金以外で労働組合等と議論した項目のうち、今後重視したい項目
（３つまで）

29.1%
10.0%

2.4%
3.1%

0.3%
4.2%

2.4%
3.8%

48.1%
11.8%

10.0%
3.1%

5.5%
4.8%

13.1%
12.1%

20.8%
30.8%

9.7%
21.5%

16.6%
6.2%

8.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

n=289

時間外労働の削減

年次有給休暇の取得促進

裁量労働制の導入・見直し

フレックスタイム制の導入・見直し

勤務間インターバル制度の導入・拡充

テレワーク（在宅勤務制度やサテライトオフィスなど）の導入・拡充

副業・兼業制度の導入・拡充

オフィス環境の改善（フリーアドレス制、バリアフリー設備の導入など）

労働生産性の改善・向上策（業務遂行方法の見直しやデジタル化の推進など）

育児関連施策の導入・拡充

介護関連施策の導入・拡充

治療と仕事の両立支援施策の導入・拡充

退職一時金・年金制度の見直し

法定外福利費の見直し（費用総額、福利厚生施設など）

定年の延長・廃止

定年後継続雇用社員の賃金引上げ・処遇改善

ＤＥＩの推進策（多様な人材の活躍支援）

人材育成施策の導入・拡充（自己啓発・能力開発の支援など）

社員のキャリア形成意識を醸成するための上司・専門家との相談体制

社員の希望するキャリアを実現するための人事制度（休職・異動など）

社員の健康保持・増進策（メンタルヘルス対策、健康づくりへの支援・助成など）

社内外のハラスメント対策の導入・拡充

その他

※「その他」の回答としては、「臨時賞与の支給」「人材不足の解消」「人事・賃金・退職金制度改定」 などがあった
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19.9%

35.4%

85.5%

40.4%

7.4%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

物価上昇への対応

既存社員のベースアップ

人材の確保

他社引上げに伴う影響

社員のエンゲージメント向上

その他

24

（１）引上げの有無 （２）引上げの要因（２つまで）

３．大卒初任給引上げの有無（過去３年間）

n=322 n=297

※（１）で「引上げあり」と回答した301社のうち、この項目に回答した297
社を100として集計

※「その他」の回答としては、「最低賃金上昇に伴う変更」などがあった

引上げあり
93.5%

引上げなし
6.5%

23

２．大卒初任給の改定頻度について

毎年
18.7%

２～３年ごと
1.9%

必要に応じて
76.0%

その他
3.4%

n=321

※「その他」の回答としては、「ベースアップ実施時」などがあった



愛　　　媛　　　経　　　協

─ 14 ─

既存社員を含めた

給与等人件費の

原資内で調整
34.0%

新たに初任給引上げの

原資を追加
63.6%

その他
2.4%

n=294

26

５．大卒初任給引上げにおける原資（過去３年間）

※「その他」の回答としては、「既存社員のベースアップ含めて原資を追加」などがあった

25

４．各年度における大卒初任給引上げ額（過去３年間）

41.5%

11.2%

5.3%

33.3%

12.3%

5.6%

13.2%

34.1%

16.1%

8.1%

27.5%

45.3%

3.1%

11.2%

15.4%

0.8%

3.6%

12.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年度

2023年度

2024年度

０円（引上げなし） 1～5,000円未満 5,000～10,000円未満

10,000～20,000円未満 20,000～30,000円未満 30,000円以上

258n=

276n=

285n=
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実施している
74.4%

実施していないが、

実施を検討中
15.5%

実施しておらず、

実施する予定はない
10.1%

n=328

２．社員のエンゲージメントについて定期的な測定・公表の実施状況

28

Ⅲ エンゲージメント

27

１．社員のエンゲージメントについて

（１）現状 （２）エンゲージメントが低い層
（あてはまるものすべて）

全体的に

高い状況にある
21.6%

高い層と低い層がある

（まだら）
58.8%

全体的に

低い状況にある
8.8%

わからない

（調査していない）
10.7%

n=328

7.5%

24.8%

14.0%

31.8%

45.3%

28.0%

23.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

シニア管理職

シニア非管理職

ミドル管理職

ミドル非管理職

中堅層

若手層

その他

n=214

※（１）で「高い層と低い層がある」「全体的に低い状況にある」と回答した
222社のうち、この項目に回答した214社を100として集計

※「高い層と低い層がある」場合、特に低い層について当てはまるものを回答
※「その他」の回答としては、「組織・部門により異なる」などがあった
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30

（１）実施している施策（あてはまるものすべて）

４．具体的なエンゲージメント向上施策について

※３．で「実施している」と回答した276社のうち、この項目に回答した272社を100として集計
※「その他」の回答としては、「全社交流イベントの実施」などがあった

84.9%

54.0%

20.6%

75.7%

56.3%

66.9%

43.4%

64.3%

83.5%

65.1%

58.5%

24.3%

82.7%

84.2%

47.4%

74.3%

87.5%

83.5%

82.0%

17.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=272

企業理念・事業目的の浸透

組織文化の変革

OKRの導入

社員と経営トップ・役員との対話

職場単位の取組み（好事例等）の社内共有

１on１ミーティングの実施

360度評価・フィードバック

社内SNS・チャットツールの導入

社内報の活用

社内公募制・ＦＡ制度の実施

キャリア面談、コーチング・ティーチングの実施

キャリアコンサルタント等社外専門家への相談機会の提供

自己啓発支援（資格取得の費用補助等）

eラーニングの導入・充実

副業・兼業制度の導入・拡充

場所・時間に捉われない柔軟な働き方の推進

育児、介護、病気治療と仕事の両立支援

健康経営の推進

業務のデジタル化の推進

その他

実施している
84.4%

実施していないが、

実施を検討中
11.3%

実施しておらず、

実施する予定はない
4.3%

n=327

３．社員のエンゲージメント向上に向けた取組みの実施状況について

29
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32

１．高齢社員の教育・研修制度の有無と具体的な内容

Ⅳ 高齢社員の教育・研修制度

（１）実施状況 （２）具体的な内容（検討を含む）
（あてはまるものすべて）

実施している
51.2%

実施していないが、

実施を検討している
13.1%

実施しておらず、

実施の予定もない
35.7%

21.1%

22.0%

29.7%

12.0%

77.0%

36.8%

16.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

担当職務に関する専門的な知識等

職務変更となった社員への
当該職務に関する研修

デジタルスキル

マネジメントスキル

キャリアプラン

コンプライアンス・ハラスメント

その他

n=209n=328

※（１）で「実施している」「実施していないが、実施を検討している」と回答し
た211社のうち、この項目に回答した209社を100として集計

※「その他」の回答としては、「役割変化に対応するマインドセット」「ライフプ
ラン・マネープラン」などがあった

※60歳以降の社員（継続雇用社員含む）が対象

31

（２）効果（直近３年程度）

17.2%

11.6%

16.7%

19.5%

9.3%

12.2%

8.8%

16.6%

8.6%

12.5%

10.8%

13.6%

12.6%

11.6%
4.7%

20.0%

19.9%

10.8%

11.1%

29.4%

59.5%

65.1%

66.7%

59.5%

66.7%

71.3%

64.6%

53.8%

56.8%

57.4%

63.3%

43.9%

60.8%

56.7%

47.7%

60.5%

59.7%

60.5%

61.6%

58.8%

6.6%

6.8%
3.7%

3.0%

3.3%

2.8%

8.0%

5.9%

5.5%

6.8%
5.1%

3.0%

5.9%

11.2%

10.2%
1.5%

1.7%
5.4%

5.6%

0.9%

0.6%

0.6%

1.5%

0.9%

1.6%

1.0%

15.9%

16.4%

13.0%

18.0%

20.7%

13.3%

18.6%

23.7%

29.1%

23.3%

20.3%

37.9%

19.8%

20.5%

35.9%

17.0%

18.6%

23.3%

21.8%

18.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

明確な効果がみられる 一定の効果がみられる あまり効果がみられない 効果がみられない 効果の測定はしていない、わからない

企業理念・事業目的の浸透

組織文化の変革

OKRの導入

社員と経営トップ・役員との対話

職場単位の取組み（好事例等）の社内共有

１on１ミーティングの実施

360度評価・フィードバック

社内SNS・チャットツールの導入

社内報の活用

社内公募制・ＦＡ制度の実施

キャリア面談、コーチング・ティーチングの実施

キャリアコンサルタント等社外専門家への相談機会の提供

自己啓発支援（資格取得の費用補助等）

eラーニングの導入・充実

副業・兼業制度の導入・拡充

場所・時間に捉われない柔軟な働き方の推進

育児、介護、病気治療と仕事の両立支援

健康経営の推進

業務のデジタル化の推進

その他

227n=

146n=

54n=

200n=

150n=

181n=

113n=

169n=

220n=

176n=

158n=

66n=

222n=

224n=

128n=

200n=

236n=

223n=

216n=

34n=

４．具体的なエンゲージメント向上施策について
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324n=

324n=

69.3%

55.4%

15.4%

15.1%

30.7%

44.6%

29.3%

30.2%

49.1%

50.0%

6.2%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2023年６月時点（法定雇用率2.3％）の

達成状況

2024年６月時点（法定雇用率2.5％）の

達成状況

2026年７月時点（法定雇用率2.7％予定）の

達成見通し

2027年６月時点（法定雇用率2.7％予定）の

達成見通し

達成した/すでに達成している 達成できなかった /達成見込み

達成できるか不明 達成は困難 n=328

69.3%

55.4%

30.7%

44.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2023年６月時点（法定雇用率2.3％）の

達成状況

2024年６月時点（法定雇用率2.5％）の

達成状況

34

１．2024年の改正前後における法定雇用率の達成状況と、今後の法定雇用率の
達成見通しについて

Ⅴ 障害者雇用

323n=

325n=

0% 20% 40% 60% 80% 100%

達成した/すでに達成している 達成できなかった /達成見込み

すでに達成している 達成見込み

制度の拡充を予定
39.3%

現行の制度を維持
60.7%

n=168

33

２．高齢社員の教育・研修制度に関する今後の方針

※「制度の縮小を予定」の回答はなし
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64.1%

65.9%

25.7%

44.2%

73.9%

84.4%

85.9%

64.9%

10.5%

0% 50% 100%

n=276

61.9%

70.6%

27.7%

45.7%

58.5%

73.7%

84.1%

50.5%

9.0%

0% 50% 100%

n=289

36

３．障害者の採用・定着に向けた取組み（あてはまるものすべて）

※「その他」の回答としては、共通の内容として「外部JOBコーチとの協力体制構築による支援」「入社後の定期ヒアリング」「モチベー
ション向上のための評価制度と処遇等の導入」などがあった

積極的な社員間コミュニケーションの促進

勤務時間や勤務形態への配慮
（リモートワーク、フレックス制度の導入など）

希望者へのキャリアアップ支援制度の導入

自己研鑽の補助・サポート

仕事の理解を助ける工夫
（作業指示の明確化、指示書の視覚化など）

業務における配慮
（工程の単純化、余裕のある納期指定など）

体調管理に関する配慮
（通院・服薬管理に関する配慮など）

人的支援（業務遂行を援助する者や
職業生活における相談員の配置など）

その他

65.7%

56.2%

21.9%

39.3%

79.8%

83.9%

77.3%

68.2%

10.3%

0% 50% 100%

n=242

身体障害者 知的障害者 精神障害者

方針変更の必要なし

（法定雇用率達成済）
27.2%

自社における

障害者採用数の純増
52.3%

新規特例子会社の活用
2.5%

障害者雇用支援

（代行）サービスの活用
6.2%

納付金により対応

（達成困難な場合）
7.1%

その他
4.6%

n=323

35

２．法定雇用率達成に向けた対応方針

※「その他」の回答としては、「自社採用の継続と特例子会社の活用を併用」などがあった
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38

１．新卒採用

Ⅵ 採用方法の多様化

※「その他」の回答としては、「原則一括採用だが、必要に応じて入社時期は柔軟に対応している」などがあった

（１）新卒採用で実施している採用方法（あてはまるものすべて）

83.2%

27.7%

16.5%

55.2%

30.8%

0.6%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一括採用

（入社時期を年１回設定）

通年採用

（入社時期を年に複数回設定している場合を含む）

ジョブ型採用

（職務内容を明確に定めて採用する方法）

職種別・コース別採用

リファラル採用

（社員から友人や知人などを推薦してもらう手法）

その他

新卒採用を行っていない

n=328

17.7%

7.5%

49.0%

48.6%

55.1%

55.8%

8.5%

21.8%

5.4%

0% 20% 40% 60%

n=294

19.6%

6.6%

45.5%

57.0%

50.3%

54.5%

7.0%

8.4%

6.3%

0% 20% 40% 60%

n=286

37

※「その他」の回答としては、共通の内容として「社内の障害者の高齢化」「採用後に障害が進んだ場合の対応が困難」などがあった

４．障害者雇用の課題（３つまで）

募集に対し、対象地域の障害者数が少なく、
十分に採用できない

募集に対し、中央省庁や自治体との競合等により
応募が少なく、十分に採用できない

自社の雇用条件に合う人材が少ない・いない

社内に業務がない
（担当業務の切り出しができていない）

現場の受け入れ体制が整っていない
（設備面における不足、周囲の社員の理解不足）

日々の業務をサポートする人手が
足りない・いない

政府の支援策（助成金やコンサル支援など）が
不足している

採用後、定着しない

その他

身体障害者 知的障害者 精神障害者

51.3%

23.0%

51.7%

29.3%

41.0%

34.7%

6.0%

5.7%

6.0%

0% 20% 40% 60%

n=300
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40

２．経験者採用

（１）経験者採用で実施している採用方法（あてはまるものすべて）

44.2%

66.0%

69.6%

68.4%

4.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ジョブ型採用

職種別・コース別採用

カムバック採用

（貴社を退職した元社員を再度採用する方法）

リファラル採用

（社員から友人や知人などを推薦してもらう手法）

その他

経験者採用を行っていない

n=326

※「その他」の回答としては、「ダイレクトスカウトによる採用」「派遣社員からの正社員登用」などがあった

188n=

62n=

35n=

125n=

62n=

2n=

39

１．（２）実施中の新卒採用方法の今後の方向性

5.3%

11.3%

25.7%

15.2%

25.8%

50.0%

92.6%

87.1%

71.4%

83.2%

74.2%

50.0%

2.1%

1.6%

2.9%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一括採用

（入社時期を年１回設定）

通年採用

（入社時期を年に複数回設定している場合を含む）

ジョブ型採用

（職務内容を明確に定めて採用する方法）

職種別・コース別採用

リファラル採用

（社員から友人や知人などを推薦してもらう手法）

その他

採用割合を増やす 現行どおり運用する 採用割合を減らす

n=316

※「その他」の回答としては、「原則一括採用だが、必要に応じて入社時期は柔軟に対応している」などがあった
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採用している
38.1%

採用していない
58.2%

わからない

答えられない
3.7%

108n=

109n=

42

１．博士人材の採用有無と2023年度の採用内訳

Ⅶ 博士人材の採用・雇用状況

（１）採用有無 （２）採用内訳（2023年度）

22.2%

21.1%

66.7%

69.7%

7.4%

6.4%

1.8%

3.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新卒採用

経験者採用

0人 １～10人 11～20人 21～30人 31人以上

n=328

※（１）で「採用している」と回答した125社のうち、この項目に回答した117
社を100として集計

97n=

144n=

155n=

151n=

10n=

２．（２）実施中の経験者採用方法の今後の方向性

15.5%

14.6%

28.4%

35.1%

40.0%

84.5%

85.4%

71.6%

64.9%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ジョブ型採用

職種別・コース別採用

カムバック採用

（貴社を退職した元社員を再度採用する方法）

リファラル採用

（社員から友人や知人などを推薦してもらう手法）

その他

採用割合を増やす 現行どおり運用する
n=324

※「採用割合を減らす」の回答はなし
※「その他」の回答としては、「ダイレクトスカウトによる採用」「派遣社員からの正社員登用」などがあった

41
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採用数を増やす予定
8.0%

採用数は現状を維持する予定
18.3%

現時点で未定
63.3%

採用しない予定
10.4%

n=327

44

３．今後２～３年程度先を見通した博士人材の採用方針・方向性

※「採用数を減らす予定」の回答はなし

増えた
15.4%

変わらない
63.0%

減った
8.3%

わからない・答えられない
13.3%

n=324

43

２．2022年度と2023年度の採用数比較
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強く感じている
36.2%

やや感じている
56.0%

あまり感じていない
5.9%

ほとんど感じていない
1.9%

n=323

46

１．活躍推進にあたっての課題の有無

Ⅷ 若年社員の活躍推進について

45

４．博士人材の採用・育成に向けた具体的な取組み（あてはまるものすべて）

105 

60 

56 

40 

24 

18 

7 

62 

20 

55 

48 

11 

122 

42 

11 

22 

11 

17 

11 

9 

1 

5 

5 

1 

4 

13 

116 

39 

0 20 40 60 80 100 120 140

現状の取組み 今後２～３年程度の間に予定している取組み

※今後２～３年程度の間に予定している取組みのうち「その他」「特になし」「博士人材は採用しない・採用する余地がない」以外の数値は、
現状の取組みとの重複回答を除いた数値（新たに取り組む予定とした企業のみ集計）

※「その他」の回答としては、「大学への直接訪問（交流会への参加）」などがあった

インターンシップの実施

配属先を確約した採用の実施

通年採用の実施

魅力的な処遇・報酬の提示

博士人材のキャリアパスの提示

求める博士人材像の対外発信

クロスアポイントメント制度の活用

大学との共同研究の推進

大学院教育プログラムへの参画

学会への参加

従業員の大学院派遣・進学支援

その他

特になし

博士人材は採用しない・採用する予定がない

（社）
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9.4%

33.3%

18.7%

16.1%

7.9%

13.1%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40%

採用方法の多様化

人事・賃金制度の見直し

キャリア形成施策の導入・拡充

能力開発・スキルアップ施策の導入・拡充

マネジメントの見直し

ワーク・ライフ・バランス支援施策の

導入・拡充

その他

n=267

48

２．（２）若年社員の活躍推進に向けて取り組んでいる施策のうち、
最も効果のある施策

※ 「その他」の回答としては、「早期抜擢制度の導入」などがあった

47

２．（１）若年社員の活躍推進に向けて取り組んでいる施策（あてはまるものすべて）

※ 「その他」の回答としては、「早期抜擢制度の導入」などがあった

64.3%

84.2%

70.5%

81.7%

59.0%

73.0%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

採用方法の多様化

人事・賃金制度の見直し

キャリア形成施策の導入・拡充

能力開発・スキルアップ施策の導入・拡充

マネジメントの見直し

ワーク・ライフ・バランス支援施策の

導入・拡充

その他

n=322
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実施している
25.5%

実施すべく、検討している
4.9%

社員からの相談を受けて

個別に対応している
26.8%

実施していない
40.9%

その他
1.8%

n=325

50

２．障害児・医療的ケア児を育てる社員を対象とした支援の有無

※ 「その他」の回答としては「遠隔地居住勤務を認め、在宅を中心とした働き方・通勤に関する配慮を実施」などがあった

7.8% 6.5% 27.7% 49.5% 7.5%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

５日未満 ５日以上14日未満 14日以上30日未満

30日以上90日未満 90日以上183日未満 183日以上

n=307

49

１．2023年の事業年度における男性社員の育児休業取得率・平均取得日数

（２）育児休業平均取得日数

（１）育児休業取得率

Ⅸ 両立支援

（育児休業を開始した者の数／在職中に配偶者が出産した男性の数）

13.8% 17.0% 22.6% 21.4% 15.4% 9.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0.0％以上20.0％未満 20.0％以上40.0％未満 40.0％以上60.0％未満

60.0％以上80.0％未満 80.0％以上100.0％未満 100.0％以上

n=318

平均値：55.4％
（前年度：46.0％）

平均値：45.3日
（前年度：37.0日）
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業務委託型・雇用型

ともに認めている
21.5%

業務委託型を認めている

（雇用型は認めていない）
26.1%

雇用型を認めている

（業務委託型は認めていない）
0.6%

現在は認めていないが、

認める方向で検討している
4.3%

認めていない
35.0%

その他
12.6%

n=326

52

１．社員の副業・兼業の認可状況

Ⅹ 副業・兼業の推進

※ 「その他」の回答としては、「個別に可否を判断」などがあった

51

３．障害児・医療的ケア児を育てる社員を対象とした支援の具体的な内容

※２．で「実施している」「実施すべく、検討している」と回答した99社が対象
※「その他」の回答としては、「『障害福祉サービス』の利用料補助」などがあった

79.8%

57.6%

45.5%

28.3%

45.5%

34.3%

47.5%

20.2%

39.4%

12.1%

45.5%

13.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短時間勤務制度の対象年齢の引上げ・撤廃

（法定を上回る措置）

子の看護休暇制度の対象年齢の引上げ・撤廃、

日数の上乗せ、有給化（法定を上回る措置）

育児休業制度の対象年齢の引上げ・撤廃、

期間の延長、有給化（法定を上回る措置）

育児目的休暇制度の対象年齢の引上げ・撤廃、

日数の上乗せ

介護休業制度の期間の延長、有給化

（法定を上回る措置）

介護休暇制度の日数の上乗せ、有給化

（法定を上回る措置）

特別休暇等の付与

（積立年休の取得事由への追加等を含む）

労働日を短縮する制度の導入

（短日数勤務や週休３日制等）

障害児・医療的ケア児を育てる社員を

対象とした在宅勤務制度の導入

手当の支給

家事・育児支援サービス等の利用料の補助

その他

n=99
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業務委託型・雇用型ともに

受け入れている
4.3% 業務委託型を受け入れている

（雇用型は受け入れていない）
9.8%

雇用型を受け入れている

（業務委託型は受け入れていない）
1.8%

現在受け入れていないが、

受け入れる方向で検討している
4.6%

受け入れていない
76.3%

その他
3.1%

n=325

54

３．他社等からの副業・兼業者の受入れ状況

※ 「その他」の回答としては、「業務委託型については応募者のスキルを鑑み受入を検討する」などがあった

53

２．推進に向けて実施している取組みや工夫（あてはまるものすべて）

※１．で「業務委託型・雇用型ともに認めている」「業務委託型を認めている（雇用型は認めていない）」「雇用型を認めている（業務
委託型は認めていない）」と回答した157社のうち、この項目に回答した156社を100として集計

※「その他」の回答としては、「副業従事細則を定め、運用している」などがあった

14.7%

13.5%

6.4%

3.8%

82.1%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営トップや人事部等からのメッセージの発信

社員の副業・兼業の事例共有（イントラネットで

の共有、経験者のネットワーキングの実施等）

副業・兼業の機会の提供

（他社との副業人材の相互受入れの実施等）

副業・兼業の求人情報の提供

（副業・兼業マッチングサービスの提供等）

社員の自主性・判断に一任

（特に実施していない）

その他

n=156
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55

４．副業・兼業者の受入れにより得られた効果（３つまで）

※３．で「業務委託型・雇用型ともに受け入れている」「業務委託型を受け入れている（雇用型は受け入れていない）」「雇用型を受け入
れている（業務委託型は受け入れていない）」と回答した52社のうち、この項目に回答した51社を100として集計

※「その他」の回答としては、「社内にはいない専門人材の確保」などがあった

43.1%

17.6%

21.6%

51.0%

62.7%

3.9%

9.8%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

新規事業や製品・サービス開発の促進

業務の効率化（ＩＣＴの導入・活用等）

国内外の販路拡大、新規顧客との

人脈・関係づくり

副業・兼業者との協業による社員の

知見・スキルの向上

人材の確保

企業イメージや採用競争力の向上

開かれた組織風土づくり

その他

n=51
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最 近 の 労 働 判 例 か ら

【事件の概要】

　本件は、被告と期間の定めのない雇用契約を

締結した原告が、不活動仮眠時間は労働時間に

該当するなどと主張して、被告に対し、労働基

準法所定の割増賃金の支払いを求めて提訴した

事案である。

【判決の要旨】

　不活動仮眠時間の労働時間該当性について、

「実作業に従事していない不活動仮眠時間が労

基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者

が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下

に置かれていたものと評価することができるか

否かにより客観的に定まるものというべきであ

る」とし、「不活動仮眠時間において、労働者

が実作業に従事していないというだけでは、使

用者の指揮命令下から離脱しているということ

はできず、当該時間に労働者が労働から離れる

ことを保障されていて初めて、労働者が使用者

の指揮命令下に置かれていないものと評価する

ことができる。」と判示したうえで、「不活動仮

眠時間であっても労働からの解放が保障されて

いない場合には労基法上の労働時間に当たると

いうべきである。」と判示した。

　本件において、裁判所は、原告が令和２年３

月１日から同月31日までに担当していた管制業

務は、従業員２名で対応し、機械による発報が

あった場合に外部委託先に駆け付ける24時間体

制の機械警備業務が含まれていたが、機械警備

業務の契約数は３社にとどまり、ほとんど発報

のない状態であったこと等から、令和２年３月

１日から同月31日までの間の不活動仮眠時間は

休憩時間と認めるのが相当であると判示した。

　他方で、原告の令和２年４月１日以降の管制

業務は、本社ビルにおいて、１人で、被告宛て

の電話の対応、警備部等から上下番の開始や巡

回開始・終了の報告及び定時報告の受領確認や

データ入力、上番予定者より欠勤等の連絡が

あった場合に速やかに警備部長等に報告して警

備体制の補充等を行わせ連絡を行うことであっ

たこと等から、同日以降は、不活動仮眠時間に

ついて、労働からの解放が保障されているとは

いえず、被告の指揮命令下に置かれていると認

めるのが相当であり、労働時間と認められると

判示した。

【経団連　労働法制本部】

　　詳細については、経団連出版刊「労働経済

判例速報2568号」をご参照ください。

【ジャパンプロテクション事件】
（東京地裁　令和６・５・17判決）

▼「警備業務の一部の期間において不活動仮

眠時間の労働時間該当性を認めた例」▼
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【事件の概要】

　原告は、平成13年４月、当時の郵政省に入省

し、郵政民営化を経て、被告に期間の定めなく

雇用され、令和４年４月１日以降、郵便局郵便

部課長の地位にあった者である。

　本件は、原告が、通勤途上の電車内において、

小型カメラを設置したリュックサックを足元に

置いて、被害者のスカート内を撮影しようとし

て逮捕されたことを理由に被告から懲戒解雇さ

れたため、原告が、同解雇が無効であるとして、

労働契約上の権利を有する地位にあることの確

認等を求め、訴えを提起した事案である。

【判決の要旨】

　被告は、職務外非行による信用失墜行為の根

絶に向け、ミーティングにより従業員に対して

周知するなどの取組を行っており、本件行為

は、被告の企業秩序に直接の関連を有するもの

であり、被告の社会的評価の毀損につながるお

それがあると客観的に認められるから、懲戒の

対象となり得る。そして、本件行為は、法令に

違反した行為及び会社の信用を傷つけ又は会社

に勤務する者全体の不名誉となるような行為と

して就業規則上の懲戒解雇事由に該当する。

　本件行為は、極めて卑劣なものであって、社

会的に厳しい非難を免れず、また、被告は、令

和２年４月以降、盗撮等の破廉恥事案につい

て、原則懲戒解雇により措置することとし、

ミーティング等において社員に周知し、原告

は、これを指導する立場にあった。

　他方、本件行為は行為時においては条例違反

にとどまること、原告は被害者と示談をし、不

起訴処分がされており、有罪判決を受けたもの

ではないこと、本件行為について報道等はされ

ておらず、原告自身も本件行為日の翌日には釈

放されており、通常の勤務に復帰できる状態に

なったことから、本件行為及び原告の逮捕に

よって、被告の業務等に悪影響を及ぼしたと評

価することができる具体的な事実関係があると

はいえない。

　これらの事情に加え、原告が過去に懲戒処分

歴を有していないこと等も考慮すると、本件懲

戒解雇は、懲戒処分としての相当性を欠き、懲

戒権を濫用したものとして無効であるといわざ

るを得ない。

【経団連　労働法制本部】

　　詳細については、経団連出版刊「労働経済

判例速報2569号」をご参照ください。

【日本郵便（懲戒解雇）事件】
（名古屋地裁　令和６・８・８判決）

▼「盗撮行為による懲戒解雇が無効とされ

た例」▼
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うつ病の事例
　Ｃさんは高校卒業後、専門学校を修了して中堅
企業に入社した23歳の女性です。就職を機に実家
を出て単身生活を始めました。Ｃさんは穏やかで
堅実な性格で、誰からも好感をもたれる人柄でし
た。残業も厭わず、自ら仕事を引き受けて働きま
した。

　夏が近づく頃、Ｃさんから入社直後の元気がな
くなってきました。いつもだるくて疲れが抜けな
い感じがしました。それなのに眠りが浅く、明け
方早く目が覚めてそのまま眠れないことが多いの
です。食欲も低下してきて、何を食べてもおいし
いと感じなくなりました。体重も少し減ってきま
した。念のため、近くの内科医院を受診しました
が、特に異常はないとのことで胃薬が処方された
だけでした。

　そのうちにいつも気分がすっきりせず、ゆうう
つな感じに悩まされるようになってきました。特
に朝が最悪で、何とも表現しようのない嫌な気分
がするのです。また、一人でいるとわけもなく悲
しくなってきます。母親に電話して「寂しい」と
話すうち涙が出てきました。頭が働かず思考力や
判断力が落ちているとも感じました。根気がなく
なって、資料を読んでいても集中できず、いつの
間にか他の事を考えてしまいます。

　Ｃさんの様子の変化は、周囲にも分かるように
なりました。溌剌とした感じがなくなり、ぼんや
りとしている感じでした。それに以前はなかった
うっかりミスが増え、クライアントから苦情が寄
せられたこともありました。心配した上司が様子
を聞き、体調が悪いのではと尋ねました。けっし
て批判されたわけではないのですが、Ｃさんは周
囲に迷惑をかけているのだと感じ、責任を感じま
した。Ｃさんはいっそう頑張ろうとしましたが、
仕事の能率が落ちているせいか、残業が増える結
果になりました。疲れがたまっていく感じがしま
した。ある朝、Ｃさんは、ついにどうしても布団
から起き上がることができず、体調不良を理由に
欠勤しました。翌日、遅刻して出社したＣさんに
上司は精神科か心療内科で診察を受けるよう勧め
ました。

　精神科での診断はうつ病でした。医師からは、
これは病気であること、休養と服薬で多くの場合
回復すること、しばらくは無理をしないこと、今
は判断力が落ちているので会社を辞めようなど大
きな決断はしないこと、などを説明されました。
まず残業を止めることが指示され、抗うつ薬と睡
眠薬の服用を勧められました。

　睡眠薬を使うようになって睡眠が改善し、かな
り楽になりました。仕事が完全に終わっていない
のに帰宅するのは心残りでしたが、やがて割り切
れるようになりました。抗うつ薬を服用して１週
間ほどした頃から、気分が少しずつ晴れてくるの
が分かりました。主治医に報告すると「よかった
ですね」、「でも、治療はこれからです」、「数か月
は通ってくるつもりでいてください」とのことで
した。そんなに長く通うのかと少し驚きました
が、信頼できそうな医師なので、しばらく治療を
受け続けることにしました。Ｃさんはその後も通
院を続け、服薬も続けています。だいぶ自信も回
復してきました。主治医も少しずつ仕事量を増や
していけると話しています。

まとめ
　新入社員は、立場を変えて新しい世界に入って
いくという意味で、これまでにないストレスを感
じる時期です。どんな人でも新しい環境に慣れる
のには時間とエネルギーを必要とします。一時的
に元気をなくしたり、方向性を見失って、どうし
たらよいか分からなくなることがあっても不思議
ではありません。多くの人は休養をとり、気分転
換をすることでやがて元気を取り戻していきま
す。仕事と遊び（ストレスとリラックス）の「め
りはり」が大切だと思われます。

　ただ、新入社員の方の中には、切り替えがうま
くいかず、心身のバランスを崩してしまう方も散
見します。心配があったら迷わず専門家に相談さ
れることをお勧めします。

 （厚生労働省「こころの耳」より掲載）

メンタルヘルス 新入社員に生じたメンタルヘルス不調の事例紹介
　　～うつ病の事例～

事例紹介
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事　務　局　だ　よ　り

◇お知らせ
　○　運営委員会及び労務委員会　合同会議
　　１．日　時　　令和７年４月17日㈭
　　２．場　所　　ホテルマイステイズ松山　３F　スタールーム
 
　○　令和７年度 第１回理事会 
　　１．日　時　　令和７年６月４日㈬
　　２．場　所　　ホテルマイステイズ松山　２F　フェスタ
 
　○　令和７年度 定時総会、講演会 
　　１．日　時　　令和７年６月４日㈬
　　２．場　所　　ホテルマイステイズ松山　３F　ドゥエミーラ
 
　○　令和７年「春季の賃金改定状況の調査」について
　　　愛媛県経営者協会では、例年実施しております「春季の賃金改定状況の調査」を本年も行いま

すのでご協力をお願いします。 
　　 調査時期  ～ 令和７年５月上旬頃から
　　 調査対象  ～ 愛媛県経営者協会の会員企業の皆様
　　 問合せ先  ～ 愛媛県経営者協会　（TEL　089－921－6767）

　○　労働経済判例速報（旬刊）の年間購読ご案内
　　サ　イ　ズ　　Ｂ５版　約35ページ
　　発　　　行　　原　則　毎月10日、20日、30日
　　年間購読料　　定　価　17,600円 （送料込）

　労働経済判例速報は、労働判例や労働委員会命令の中から、特に重要なケースを厳選し公正な論説・解説を
加えて読者に迅速にお届けします。職場における労使関係のトラブル防止のためにも役立ちます。
　1950年の創刊以来、望ましい人事管理、健全な労使関係の確立をめざす法律指針として発行してきました。
これからも引き続き時宜に適した判例や命令を取り上げ紹介していきます。法律担当者はもちろん経営者、管
理者、総務、人事・労務、教育の各担当者にも必読の情報誌としておすすめします。

［収録裁判例］
　出勤停止の懲戒処分、配転命令が有効とされた例
　転職に関し競業避止義務違反は生じないとされた例　など

　　　問合せ先　　愛媛県経営者協会　（TEL　089－921－6767）

　○　通信教育講座のご案内
　　　愛媛県経営者協会では、JTEX（日本技能教育開発センター）と提携して、人材育成に役立つ

通信教育講座をご案内させていただいております。
　　 受講講座  ～ 管理・監督者から新入社員までの階層別、マネジメントテーマ別、財務、営業、

生産管理など職能別講座、資格取得など
　　 申込方法  ～ 受講のお申し込みは、事業所単位とし、事業所の担当者を経由してお申し込みく

ださい。受講は１年間を通じていつでも可能です。
　　 問合せ先  ～ 愛媛県経営者協会　（TEL　089－921－6767）

　新規会員の加入促進を展開中です。組織・基盤の強化と発展のため、新しい会員をご紹介下さい。

会員募集のご案内
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◇経協日誌（令和７年１月～３月）

月日（曜） 会 議 ・ 大 会 等 名 称 場　　　　所 出　　席　　者

１月６日㈪ 2025年　年賀交歓会 県民文化会館 専務

９日㈭ 2025年　連合愛媛新年交歓会 ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル松山

専務

10日㈮ 第73回愛媛新聞賞・第52回愛媛新聞ス
ポーツ賞贈呈式

ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル松山

専務

14日㈫ 役員等報酬審議会 ＪＡ愛媛 専務

15日㈬ 全国植樹祭愛媛県実行委員会　第４回
総会

ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル松山

専務

24日㈮ 労働委員会総会 中予地方局 本田、島原、土岐、専務

２月３日㈪ 経団連　地方・業種団体情報連絡会 オンライン会議 業務部長

13日㈭ 就職氷河期世代活躍支援プラット
フォーム会議

松山若草合同庁舎 専務

18日㈫ 経団連　地方・業種団体情報連絡会 オンライン会議 専務

19日㈬ 第２回理事会 ホテルマイステイズ松山 22名

19日㈬ 田中会長勲章受章祝賀セレモニー ホテルマイステイズ松山 30名

19日㈬ 春季講演会 ホテルマイステイズ松山 30名

　「2025年春季労使交渉における経営側の基本姿勢について」

20日㈭ 愛媛県地方版政労使会議 松山若草合同庁舎 会長、専務

21日㈮ えひめ若年人材育成推進機構理事会
（第２回）

えひめ共済会館 専務

26日㈬ 地域職業能力開発促進協議会 松山若草合同庁舎 専務

26日㈬ 高齢・障害・求職者雇用支援機構運営
協議会

松山若草合同庁舎 専務

26日㈬ 愛媛県ひめボス事業所アワード ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル松山

専務

27日㈭ 愛媛産業保健総合支援センター運営協
議会

愛媛県医師会館 専務

28日㈮ 労働委員会総会 中予地方局 本田、島原、土岐、専務

３月４日㈫ 愛媛地方最低賃金審議会 松山若草合同庁舎 専務

11日㈫ 全国労働委員会連絡協議会運営委員会 中予地方局 専務

13日㈭ 女性リーダーズクラブ公開セミナー ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル松山

─

18日㈫ えひめ女性活躍推進協議会 愛媛県男女共同参画
センター

業務部長

21日㈮ 愛媛県産業貿易振興協会　理事会 アイテムえひめ 専務

28日㈮ 労働委員会総会 中予地方局 柴田、本田、島原、土岐、
専務
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愛媛労働 局 か ら の お 知 ら せ

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
○女性の育児休業等の取得に係る基準の見直し（認定基準６） 

女性労働者の育児休業等取得率 75%以上 

育児休業等をすることができる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率 基準なし 75％以上 

○成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢の見直し（認定基準８） 

①所定外労働の削減  

②年次有給休暇の取得の促進 

③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに 

関する多様な労働条件の整備 

①男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸 

②年次有給休暇の取得の促進 

③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに 

関する多様な労働条件の整備 

 

 

○男性の育児休業等の取得に係る基準の見直し（くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準５） 

 
男性労働者の育児休業等取得率 

又は 

男性労働者の育児休業等・育児目的休暇 

の取得率 

トライくるみん ７％以上 10％以上 15％以上 20％以上 

くるみん 10％以上 30％以上 20％以上 50％以上 

プラチナくるみん 30％以上 50％以上 50％以上 70％以上 

○働き方の見直しに係る基準の見直し（くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準７） 

雇用する全てのフルタイム労働者 

１人当たりの各月ごとの法定時間外

労働及び法定休日労働の合計時間数 

トライくるみん 45 時間未満 

くるみん 
45 時間未満 

30 時間未満（全てのフルタイム労働者）又は

45 時間未満（25～39 歳のフルタイム労働者） プラチナくるみん 
 

○能力向上又はキャリア形成支援の取組に係る計画の策定・実施に関する対象の見直し（プラチナくるみん認定基準 10） 

プラチナくるみん 女性労働者を対象とした取組 労働者を対象とした取組 

 
 
 

令和７年  

４月１日から 

新たな 10 年がスタート！ 

一般事業主行動計画の仕組みの見直し、数値目標の設定 
が義務付けられます。 

認定基準の見直し（詳細は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。） 

【問い合わせ先】 
愛媛労働局雇用環境・均等室 ０８９－９３５－５２２２ 

行動計画策定・変更時に、 
育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付け 

     

くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準＜共通＞ 

くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準＜認定種類別＞ 

行動計画の策定又は変更を行う際には、育児休業等の取得状況（※１）、労働
時間の状況（※２）を把握するとともに、育児休業等の取得状況や労働時間の状
況に係る数値目標の設定が義務付けられます。 
(※1)男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」 

(※2)フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の 

労働時間（高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間） 

「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために
定められた法律であり、常時雇用する労働者が 101 人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行
動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています（100 人以下の企業は努力
義務）。 

令和６年５月に成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育
成支援対策推進法の一部を改正する法律」により、法律の有効期限がさらに 10 年間延長され、令和 17 年３月 31 日
までとなりました。 

令和７年  

４月１日から 

新たな 10 年がスタート！ 

次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、 
プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます 

 
○ 育児休業等の取得状況及び 

労働時間の状況把握 
○ 改善すべき事情の分析 

 

 

 

○ 都道府県労働局への届出 

厚生労働大臣による認定 
（くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん） 

認定基準を 

満たした場合 

◆PDCA サイクルの確立 
※令和７年４月１日以降に
策定又は変更する行動計画
から義務の対象です。 

○ 行動計画の策定・変更 
○ 社内周知 
○ 外部への公表 

 ○ 計画の実施 

 ○ 計画終了・効果の測定 

１ 

２ 
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社員の役割や職務に基づいた給与である職務給に、企業や社員の注目が集まっています。
職務給を導入している企業からも、職務給を支給されている社員からも、メリットを実感しているという声が
聞かれます。
裏面でご案内する「職務給の導入に向けた手引き」等の資料を、ぜひご活用ください。
※職務給の形態や位置づけは企業によって様々です。ここでは　「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される賃金部分」を職務給
　としています。

「職務給の導入に向けた手引き」のご案内
職務給の導入を検討してみませんか

職務給を導入している企業の声

職務給を支給されている社員の声

社員の職務と評価項目の組合せから、具体的
に何を評価したのか説明が容易になったこと
で、不満が解消されました。

正社員数：
�� 人以下

電気・ガス・
熱供給・水道

���～���人以下
正社員数：

卸売業
小売業

昇給・昇格を社員の実績に応じて決めやすく
なったことで、社員のモチベーションが上が
りました。その後、業績が回復したことにも
影響していると感じています。

職務給には、例えば以下のメリットがあります

職務給によって影響があると思うこと （社員調査／「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合の合計）

より高度な役割・職務に挑戦したくなる ������

基本給のうち
職務給が

半分以上の社員
（n=490）

基本給のうち
職務給が

半分未満の社員
（n=94）

担当する役割・職務に関わる能力を
高めたくなる ������

給与の決まり方に対する納得感が高まる ������

担当する役割・職務に対する責任感が高まる ������

今後の会社内でのキャリアを考えやすくなる ������

転職の市場での自分の価値がわかる ������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������

基本給のうち
職務給が

半分以上の社員
（n=1704）

基本給のうち
職務給が

半分未満の社員
（n=510）

������

������

������

������

������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

管理職 非管理職
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職務給を導入している企業では、「社員に求める役割・職務の要件が明確になる」ことをメリットと感じています。
また、「仕事に応じた賃金を支払うことができる」、「管理職層の確保・定着につながる」等をメリットに挙げる
回答が多くありました。

• 職務給を導入している企業やその社員が感じている
メリットや給与制度の設計について、より詳しいデータ
や企業の声をご紹介しています。

• 職務給を導入するまでの各ステップにおいて役立つ
資料の紹介もあります。

職務給の導入に向けた手引き
���� �������������������������������������������
���
����
�����

• 職務分析・職務評価の手順をご紹介する資料を　　
ご活用ください。
- 職務分析実施マニュアル
- 職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル
- 職務評価ツール
- 職務（役割）評価導入支援の実施手順（コンサルティングマニュアル）

- 職務分析・職務評価の手法を用いた企業の取り組み事例集

多様な働き方の実現応援サイト
���� ����������	���������������������������������������������

ジョブ型人事指針（ 「ジョブ型」人材マネジメントの制度設計事例のご紹介）

���� �����������������������������������	�����_������
�������������

関連情報のご案内

職務給により感じているメリット（������　複数回答、一部項目のみ抜粋）

�����

�����

�����
�����

�����

社員に求める役割・職務の要件が明確になる

仕事に応じた賃金を支払うことができる

管理職層の確保・定着につながる

社員の仕事に対する意欲が高まる

中堅社員の確保・定着につながる

[ お問い合わせ先 ]　厚生労働省 労働基準局 賃金課
[ 企画・制作 ]　PwC コンサルティング合同会社（厚生労働省「民間企業の職務給等に関する調査研究事業」委託事業者）
[ 発行 ]　2025 年 2 月

職務給とは
どんな制度なのか、

もう少し
詳しく知りたい

導入するうえで
必要な具体的な

手順を知りたい。

日本における職務給の現状を理解しよう
職務給の導入に向けた手引き

わが国では近年、働き方やキャリアに対する考え方の変化や、仕事と報酬の関係性の
見直しなどを背景として、職務給に対する注目が高まっています。
　職務給というと、これまでわが国、企業が採用してこなかった特別な賃金体系と思われがちですが、そう
ではありません。本冊子では、職務給とは「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定された部分」
ととらえていますが、この視点からみると、すでに多くの企業が多様な形態の職務給を導入しています。
　そのため企業が職務給の導入を考えるにあたっては、導入の具体的な手順や職務給の制度の詳細を知る前に、
わが国において職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要があります。
　そこで本冊子では、調査データを使って、

1. 職務給を導入している企業の特徴
2. 企業が感じている職務給のメリット
3. 企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
4. 職務給の課題

に沿って、職務給の導入状況についての情報を提供いたします。
　これから職務給の導入を検討されている、または導入後の運用に悩んでいる企業の皆様にとって、本冊子の
内容がその一助となれば幸いです。

令和 7年 2月　厚生労働省

社員に求める役割・職務の内容が明確になる
仕事に応じた賃金を支払うことができる
人材の確保・定着につながる
社員の仕事に対する意欲が高まる

詳細は ��企業

社員に求める役割・職務の内容が明確になる
仕事に応じた賃金を支払うことができる
人材の確保・定着につながる
社員の仕事に対する意欲が高まる

詳細は ��社員

※本冊子では、職務給が基本給に占める割合によって、企業を複数のグループに分類しています。

正社員の管理職、非管理職それぞれの基本給に占める職務給の割合の
平均値である「職務給スコア」に応じて、企業をグループに分けています。
なお「職務給スコア」は、正社員全体でみた職務給の割合をみるための
指標です。

（例）基本給に占める職務給の割合が、管理職８割、非管理職６割の　
　　場合は、「職務給スコア」は両者の平均の７割になります。

��～ ��割

����～ ���割

����～ �割

��割

①職務給スコア大：

②職務給スコア中：

③職務給スコア小：

④職務給なし：

���
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 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう
●「年次有給休暇の計画的付与制度」を
　導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を
　活用すれば休暇の分散化にもつながります。

●働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶



愛　　　媛　　　経　　　協

─ 39 ─

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。
なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。

2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間

3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた
残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が
行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

❶日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

●就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

❷活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間30分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう
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労 働 経 済 指 標
１．有効求人倍率

H30年 H31年
R元年 R2年 R3年 R4年 R5年

Ｒ６年 R7年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

愛　媛 1.61 1.64 1.33 1.28 1.42 1.38 1.34  1.37  1.37  1.34  1.33  1.34  1.35  1.36  1.37  1.38  1.38  1.39 

四　国 1.55 1.58 1.26 1.24 1.37 1.32 1.28  1.29  1.29  1.27  1.26  1.27  1.28  1.28  1.29  1.29  1.29  1.30 

全　国 1.61 1.60 1.18 1.13 1.28 1.31 1.26  1.27  1.26  1.25  1.24  1.25  1.24  1.25  1.25  1.25  1.25  1.26 

※　月数値は季節調整値。年平均は実数値。　 （資料出所：愛媛労働局、厚生労働省）

２．消費者物価指数（総合）

H30年 H31年
R元年 R2年 R3年 R4年 R5年

Ｒ６年 R7年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

松山市 100.0 100.2 100.0 99.5 101.5 104.9 106.6 106.6 107.2 107.8 108.0 108.2 108.6 108.1 108.8 109.2 109.8 110.4

前　年
同月比 0.8 0.2 △0.2 △0.5 2.1 3.3 3.8 3.4 3.4 3.1 2.8 2.9 3.0 2.2 1.9 2.6 3.2 3.5

全　国 99.5 100.0 100.0 99.8 102.3 105.6 106.9 107.2 107.7 108.1 108.2 108.6 109.1 108.9 109.5 110.0 110.7 111.2

前　年
同月比 1.0 0.5 0.0 △0.2 2.5 3.2 2.8 2.7 2.5 2.8 2.8 2.8 3.0 2.5 2.3 2.9 3.6 4.0

※　令和２年＝100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （資料出所：総務省）
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令和６年度　年間事業一覧表
月 会　　　議　　　名 調　査　事　項 資　料　発　行

４
・運営委員会・労務委員会合同会議
 （18日　ホテルマイステイズ松山）
・会計監査 （23日　協会事務所）

５

・第１回理事会 （29日　ホテルマイステイズ松山）
・令和６年度　定時総会 （同　上）
・講演会 （同　上）
　　「地元に、新しいつながりを。」
　 　㈱フジ　代表取締役会長　尾﨑　英雄　氏
・懇親会 （同　上）

・春季労使交渉の妥結状況調
査

　（５月上旬～７月上旬）

６ ・女性リーダーズクラブ第１回定例会
 （27日　松山市男女共同参画推進センター）

・初任給調査
　（６月上旬～７月下旬）

７

・労務会議 （18日　えひめ共済会館）
　「今の学生は就活をどう考え行動しているか」
　　愛媛県若年者就職支援センター
　　 センター長　中村　真由美　氏
・意見交換懇談会 （同上）

・夏季賞与・一時金交渉の妥
結状況調査

　（７月上旬～８月下旬）

・愛媛経協７月号
・ 春季労使交渉の妥結結果

８
・労務会議 （14日　オンライン開催）
　「ゼロから始める！採用・人材確保のためのＳＮＳ

とは？」
　　 ㈱ＢＥＳＷ　代表取締役　田中　千晶　氏

・初任給調査結果報告書
・夏季賞与・一時金交渉の妥

結結果

９ ・愛媛経協９月号

10

・秋季講演会
 （２日　南海放送本町会館テルスターホール）
　「『心』を伝える　笑顔で溢れる組織づくり」
　　㈱愛しとーと
　　 代表取締役兼ＣＥＯ　岩本　初恵　氏
・労務会議 （10日　オンライン開催）
　「カスタマーハラスメントの実態と対抗策について」
　　弁護士法人ＳＯＨ
 　代表社員弁護士　和田　資篤　氏

11

・女性リーダーズクラブ第２回定例会
　　　　　 （６日　愛媛県県民文化会館）
・労務会議 （７日　えひめ共済会館）
　「働き方改革関連の事例研究」
　～㈱伊予鉄グループの完全週休３日制導入について～
　　㈱伊予鉄グループ　
 総務人事課長　梶原　慶彦　氏
　「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の

改正について」
　　木村社会保険労務士事務所
　　 社会保険労務士　木村　倫人　氏

・年末賞与・一時金交渉の妥
結状況調査

　（11月上旬～12月中旬）

12

・女性リーダーズクラブ第３回定例会
 （10日　松山市男女共同参画推進センター）
・労務会議 （12日　えひめ共済会館）
　「明日から職場が活性化するよしもと流コミュニ

ケーション」
　　大原簿記公務員専門学校愛媛校
 　教頭　西野　義次　氏

・年末賞与・一時金交渉の妥
結結果

1 ・愛媛経協１月号

２

・理事会 （19日　ホテルマイステイズ松山）
・勲章受章祝賀セレモニー （同　上）
・春季講演会 （同　上）
　「春季労使交渉対策について」
　　（一社）日本経済団体連合会
　　 専務理事　藤原　清明　氏

３

・女性リーダーズクラブ公開セミナー
 （13日　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山）
　「絶対無理」から大逆転、年商500億円へ
　諦めない心が事業を生んだゼクシィ創業ストーリー
　～業界構造と消費者行動を変えたブレイクスルー

は何だったか
　　困難を乗り越え新しい価値を生み出す仕事術とは～
　　㈱アーレア　代表取締役　渡瀬ひろみ　氏

・愛媛経協３月号
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お薬はジェネリックを選ぶ

時間外受診を控える

☆協会けんぽ各⽀部の保険料率は、都道府県ごとの
加入者⼀⼈あたりの医療費に基づき算出しています

「医療費の節約」が
健康保険料率の抑制に繋がります︕

令和7年2月分(3月納付分)まで 給与・賞与の

10.03％

その他の取組は
こちらから

（介護保険料率は1.60％ ⇒1.59％に変更となります）

10.18
令和7年3月分(4月納付分)から 給与・賞与の

％

知って
ほしい︕

節約のコツ

お薬代の負担を
最大6割減らせます

※休日・時間外・深夜の受診は
追加の費用がかかります

緊急でやむを得ない
場合を除き、診療時間内
に受診をしましょう

協会けんぽ愛媛支部からのお知らせ

愛媛支部の健康保険料率が変更されます


